
議案第 41号

橋本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について

橋本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について、別紙のとおり定めたいので、議会の議決を求める。

令和 5年 2月 27日  提出

橋本市長  平木 哲朗

-130-



橋本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す る基準を定める条例の一部 を改正す る条例

橋本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す る基準 を定める条例 (平成 26年橋本市条例第 58号 )の 一部 を次のよ うに改正

す る。 なお、改正部分は、次の表 中下線の部分である。
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改正前

目次

第 1章～第 5章 略

附則

(保 育所等 との連携 )

6条 略

3 略

市長は、亥庭的保育事業者等による第 1項劣 3号に掲げる事項に係 る連

権怖譜 の石存保 が著 1フ く困難 で ある と認 め る ときは、同号の規定を適用 し

ないこととすることができる。

前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第 59条第 1項 に規定

す る施設の うち、次に掲げるもの (入 所定員が 20人 以上のものに限るc)
であって、市長 が適 当と認 めるものを第 1項第 3号に掲げる事項に係 る

連携協力を行 う者 として適切 に確保 しなければな らない。

(1)。 (2) Π各

(家 庭的保育事業者等 と非常災害 )

7条 略

改正後

目次

第 1章～第 5章  略

第 6章 雑則 (第 49条 )

附則

(保 育所等 との連携 )

6条 略
。3 円各

市長 は、な の し ずヽ れ か に該 当す る ときは 、第 1項第 3号の規定を適用 し

ないこととすることができるG

( 1 )市 辱が、法第 24条 第 3項の規定による調整を行 うに当たつて、家

庭的録育事業者等による保育の提供 を受けていた利用乳幼児を優先的

ι 晉マリ婦 う措 置 子 の イH] の 麦虐的保育事業者筆 による保育の提供の終了
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|
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茅ズ「苔 ∇ 肘 イ早 吉 カミ掃供 ぷれ る止 う球喜 ′k｀ 措置 を議 じてい るときぉ

r 2 Ⅲ 亥庭的保育事業者筆による箕 1項第 3号に掲げる事項に係 る連携

で め

除 く。 )

目|」
Itt r雀 2 暑 に 諺 当 十 る場 合 に 限 るぃ ) の場合において、家庭的保育事業

者等は、法第 59条 第 1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの (入所

定員が 20人 以上のものに限る。)で あつて、市長が適当と認めるものを

第 1項第 3号に掲げる事項に係る連携協力を行 う者 として適切に確保 し

なければならないc

(1)・ (2)略
(家庭的保育事業者等と非常災害)

7条 略



(密 令 計 画 の策 定等 )

の 2 の の

め 亥巌的保育事業所筆 ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全
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聾 棄 、 職 昌 の 紆汗修 飛び 罰1績 そ の他 第庭的保苔事業所等にお tす る安全に関す
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(自 動車 を運行す る場合の所在 の確認 )
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13条  削除

(懲戒に係 る権限の濫用禁止 )
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岸=に り徴 栽 ι F十日1フ そ の 禾|1用 孝II

き は 身依的苦痛 ″与 え、人格

孝 1田 嘲 サ111口 lィ まキ1洋 笠 基 留す RI百 キロ47 の

Vih岬 の 烹彊吾為トの ナーめ , ′ヌ事 た措 置 を採 る ≧
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(設備の基準 )

28条  小規模保育事業 A型 を行 う事業所 (以 下 「小規模保育事業所 A

型」 とい う。 )の 設備の基準は、次の とお りとす る。

(1)～ (6)略
(7)乳児室、ほふ く室、保育室又は遊戯室 (以 下 「保育室等」 とい

うc)を 2階に設ける建物は次のア、イ及び力に掲げる要件に、保育

室等を 3階以上に設ける建物は次のアか らクまでに掲げる要件に該 当

するものであること。

ア 略

イ 保育室等が設け られている次の表の左欄 に掲げる階に応 じ、同表

の中欄に掲げる区分 ごとに、それぞれ同表の右オl飼 に掲げる施設又は

設備 が 1以 上設 け られてい るこ とc

い。

(設備 の基 準 )

28条  小規模保育事業 A型 を行 う事業所 (以 下 「小規模保育事業所 A

型」 とい う。 )の 設備の基準は、次の とお りとす るc

(1)～ (6)略
(7)乳児室、ほふ く室、保育室又は遊戯室 (以 下 「保育室等」 とい

う。 )を 2階に設 ける建物は次のア、イ及び力に掲げる要件に、保育

室等 を 8階以上に口父ける建物は次のアか らクまでに掲げる要件に該 当

す るものであることc

ア 略

イ 保育室等が設 けられている次の表の左欄 に掲げる階に応 じ、同表

の中欄 に掲げる区分 ごとに、それぞれ同表の右欄 に掲げる施設又は

設 備 が 1以上設 け られ て い る こ と

Ｉ
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施設 又は設備

日各

略

1 建築基準法施行令第 123条 第 1項 各号又は同

条第3項各号に規定する構造の屋内階段 (た

だ し、同条第1項各号に規定す る構造の屋内

階段については、当該屋内階段の構造は、建

1階 か ハ保 苔 室 筆 が譜 l十 られ て い る階

限 り、屋内 μ階段室 とは、バル

コニー 員 は外 気 に 向 か って 開 く こ との で き る

国十な i誦 大臣が定めた構造方法 を用い る

のその他有効に排煙することがどできると認

す る

も
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詰用

磋難用

区分階

略

4階以上の

階

施設又 は設備

略

略

建築基準法施行令第 123条 第 1項各号又は同

条第3項各号に規定す る構造の屋内階段 (た

だ し、同条第 1項 の場合においては、当該階

繕 准 ,十  毯 築 物 の 1随 力、沐保 音 宝 /挙

るヽ階 支 で の部 ノ刀＼に 限 り、屋 内 と

同条第3項第2号 に規定する構造を有する場

合を除き、同号に規定する構造を有す るも

こ限 る^)力 涌 じて連 絡 す る こ と と し、 か

つ、同条第3項第3号 、第4号及び第 10号 を満

室

の イ

言,がの酔

― 又 は付 室 (階段 室 が
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区 分
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嗜

刊各

4階 以上の

階



たすものとする。 )

3 円各

ウ～ ク 円各

(居 宅訪問型保育事業 )

37条  居宅訪問型保育事業者 は、次の各号に掲げる保育を提供す るもの

とする。

(1)～ (3)円各

(4)母子家庭等 (母 子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和 39年法律第 129

号)第 6条第 5項 に規定す る母子家庭等をい うc)の 乳幼児の保護者が

夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の

白′旅 学 テ山 喜 1 ど ,■ 碧 倍 ト 和 由 ォ 卜 nラテげ子 い て 彰Iイと

'1岬

歩 慈上 の イこお

育す ることが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の

状況を勘案 し、居宅訪問型保育を提供す る必要性が高い と市が認 める

乳幼児に対す る保育

(保 育所型事業所内保育事業所の設備の基準 )

43条 事業所内保育事業 (利 用定員が 20人 以上のものに限る。第 45条

及び第 46条において 「保育所型事業所内保育事業」 とい うc)を 行 う事

業所 (以 下 「保育所型事業所内保育事業所」 とい うc)の 設備の基準は、

次の とお りとす る。

(1)～ (7)略
(8)保 育室等を 2階に設ける建物は次のア、イ及び力に掲げる要件

に、保育室等を 3階以上に設 ける建物は次のアか らクまでに掲げる要

件に該 当す るものであることc

ア 略

イ 保育室等が設け られている次の表の左 ll票弓に掲げる階に応 じ、同表

の中IF司 に掲げる区分 ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は

設備が 1以 上設け られていることc

め られ る 1心 のに限るハ )を 有す る付室を通 じ

て棟絡す ることとし、かつ、同条第3項第 2

号、第3号及び第9号 を満たす もの とす る。 )

3

上

ウ～ク 略

(居 宅訪問型保育事業 )

37条  居宅訪問型保育事業者 は、次の各号に掲げる保育を提供す るもの

とす るc

(1)～ (3)略
(4)母 子家庭等 (母 子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭 和 39年法律第 129

号)第 6条第 5項に規定す る母子家庭等 をい うc)の乳幼児の保護者が

夜間及び深夜の勤務に従事す る場合への対応等、保育の必要の程度及

び家庭等の状況を勘案 し、居宅訪問型保育を提供す る必要性が高い と

市が認 める乳幼児に対す る保育

(保 育所型事業所内保育事業所の設備の基準 )

43条 事業所内保育事業 (利 用定員が 20人以上のものに限る。第 45条

及び第 46条において 「保育所型事業所内保育事業」 とい うc)を行 う事

業所 (以 下 「保育所型事業所内保育事業所」 とい うc)の設備 の基準は、

次の とお りとす る。

(1)～ (7)略
(3)保育室等を 2階に設 ける建物は次のア、イ及び力に掲げる要件

に、保育室等を 3階以上に設 ける建物は次のアか らクまでに掲げる要

件に該 当す るものであること。

ア 日各

イ 保育室等が設け られている次の表の左欄に掲げる階に応 じ、同表

の中欄 に掲げる区分 ごとに、それぞれ同表の右欄 に掲げる施設又は

設備が 1以 上設 け られていることc

I

トユ

∞
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施設又は設備区分階施設又は設備区分F皆



罰各

1 建築基準法施行令第 123条 第 1項 各号又は同

条第3項各号に規定する構造の屋内階段 (た

の場合においては、当該階

オ許洛 l十  整 塾 物
`ア

う一 階 か 沐保 音 室 等

るヽ階 支での部 /刀` に限 り、屋内 と階

条第3項第2号 に規定する構造を有す る場合

テ/除 き、同号に規定する構造を有するものに

限 る^)を 涌 じて悼絡す ることとし、 かつ、

同粂 筑 3壇第 3号 、第 4号及 び 第 10号 を

ものとする。 )

満たす

1

言學カミの的

だ し、同条第 1項

室 と バ

て しすム抽′

3略

コ ニ ー

常用

避難用

空階以上の

嗜

略

1 建築基準法施行令第 123条 第1項各号又は同

条第3項各号に規定す る構造の屋内階段 (た

だ し、同条第1項各号に規定す る構造の屋 内

い て l士  当諺 屋 内階 砕 の構 浩 ti、 律

築物の1階 から保育室等が設けられている階

の都今 に限 り、屋 内 と階段室 とは、バル

コニー 又は外気 に向かつて開 くことのできる

奈芳 1ン くti排揮設備 (同 条第 3項 第 1号 に規 定

す る国土交通大臣が定めた構造方法 を用い る

イれ右勃 に排 I「 す るこ とができる と写訳

め られ るものに限 る。 )を 有す る付室 を通 じ

て連絡することとし、かつ、同条第3項簸

号、劣 3号及び第 9号 を満たす もの とす るc)

の考のや、

ま で

つ

レ・3H各

随 酔 ι
「

常用

駐難用

4階 以上の

階

―
岸
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Ｉ

ウ～ク 略

(保 育所型事業所内保育事業所の職員 )

第 44条 略

略

前項に規定する保育士の数の算定に当たつては、当該保育所型事業所内

保育事業所に蛍力務す る保健師、看護師又は准看護師を 1人 に限 り、保育

士 とみなす ことができる。

(準 用 )

ウ～ク 冊各

(保 育所型事業所内保育事業所の職員 )

44条 略

略

前項に規定す る保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内

保育事業所に勤務する保健師又は看護師を 1人 に限 り、保育士 とみなす

ことができるc

(準 用 )



48条 略

第 6章 雑則

(電 磁的記録 )

び の の

類するものの うち、この条例の規定において書面 (書 面、書類、文書、B音

正 大  曰1太  ね 大 み の 加 す 卑  団 彰 筆 人 手Π是手 をr ト 言殿諦の

することができる情報が記載された紙その他の有体物をし`う。以下この

粂において同 じ^)で行 うことが規定 され てい る又は想 定 され るものにつ

代 ラて  当該 喜 而

大  す′l)大 つ て

48条 略

附 則

1条～第 5条 略

てヽ l士  妻 面 t

★ #多 の 抽 入

標 る電磁 的 謂録 (電 子 的 方式 、磁 気 的

上って ,士 認識す るこ ど́ができ′玉`い方式でイ乍られ る

に

の キロモ争

I
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FI掃 で あって、電子計箕釉 に よる情報処テ早の用に供 され る (ぅ の をい う命 )

イこよ り行 うことがで きる。

附 則

第 1条～第 5条  略

(小 規模録育事業所 A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に

係 る特例 )

6 の

て !ご 樗法笛 27条 第 1項 の確認 を受 けた モぅのに限 る。 )又 は家庭的保育事

業筆が不足 していることに鑑み、当分の間、第 29条 第 2項各号又は第

44 峯 笹 2 壻 各 丹 に 市 め る数 の合 計 教 が 1と な る時 は 、第 29条 第 2項又

は第 44条 第 2項に規定する保育士の数は 1人以上 とする崇
サ済ア、R圭 ,十  当 言ウイ里苔 士≠ 拶 i 嗣 審 ★ 坊 ス イユ 春

2

し

士 の 濡 が 1 と

て、保育士 ル同等の知識 及び経験 を有す ると市長 が認 める者 を置 かなけ

ればならない。
の

,ア 帝Π う

29

〉r■目帝 十 /、 /阜 苔 浄 笛 帝 }r Tヽ ltt Υ/11雅 岡 幼 諭 井 1´ で l士 |、 学 構 薮士 の の

論 マ l士 慈 誰 効 論 の 普 涌争 許 股

`教
育 職 昌弁 許 法 (昭 和 24年法律 第 147号 )

雀 4峯 筆 壻 に細市す る普 i誦 各許状 ′
'″ い う^)″ 有す る者 を、保育士 とみ

なす ことがで きる.

2

つ ヤ

の つ

開所す る小規模保育事業所 A型又は保育所型事業所内保育事業所 (以 下 こ

の 峯 1「 ム 、て 「′I、 キロメ童保 苔 専 拳 所 オ_J等 |ル い うぃ )と こお い て 、 開所 時 間A

力i詣 1し て沐喜 ル澄る保育士の総数 が当該小規模保育事業所 A型等 に係 る

いの じ て か 士 の え と



は 、

FF蒔

か ′父

縮 29条第 2項又は第 44条
士

閣 歩 →話 ド て 舷 要 )´ か る イ早音

ι十拍 ケぜたo琳 テF

第 2項に★見定する保育士の数の算定につ

士 の 熔 浄 ,、 夭II田 市 昌 絵 新 t 代 署か の じ て

歩 華 1夕 弓 てヽ得力数 の範開で、保育士 と保ヽ 苔 士 の数し

み たす こ とができる。
士

の 啓 掃 矛琴 l十 ナ考 力 い い 、 笛 29 条 笛 丁百芳 1ン くは範 44条第 3項又 は前

2 の 都 市 に 止 り保 育 士 とみ な 六カフる者 狩除 くハ)を 、保育士 の数 (前 2

条 の 市 の →商用 が アFい と した場 合の第 29条 第 2項又は第 44条第 2項に

よ 堂 市 六″しるや、のをい うハ)の 3の 2以上、置かなければならない。

附 則

(施行期 日)

第 1条  この条例は、令和 5年 4月 1日 か ら施行す る。

(自 動車を運行す る場合の所在の確認 に係 る経過措置 )

第 2条  この条例による改正後の第 7条 の 3第 2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎

を 目的 とした 自動車を 日常的に運行す る場合であつて、当該 自動車に同項に規定す るブザーその他 の車内の利用乳幼児の見落

としを防止す る装置 (以 下 この条において 「ブザー等」 とい う。)を 備 えること及び これを用い ることにつき困難 な事情があ

るときは、令和 6年 3月 31日 までの間、当該 自動車にブザー等 を備 えない ことができる。 この場合 において、利用乳幼児の

送迎 を目的 とした 自動車を 日常的に運行す る家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置 を講 じて利用乳幼児の所在

の確認 を行わなければな らない。
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